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提案理由 

 地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うとともに、規定の整備をいた

したく、本案を提案するものである。 
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   所沢市税条例の一部を改正する条例 

 所沢市税条例（昭和２５年告示第７６号）の一部を次のように改正する。 

 第２７条の７第１項第３号中「及び第３号」を「から第４号まで」に、「（同

条第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金

を除く。）並びに」を「及び」に改める。 

第３４条第２項中「によつて」を「により」に改め、同項各号列記以外の

部分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らか

であり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りで

ない。 

第３４条第３項中「によつて、市民税」を「により市民税」に、「におい

ては」を「には」に改める。 

第４２条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

第５７条第２項中「によつて」を「により」に改め、同項各号列記以外の

部分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該

当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認

める場合は、この限りでない。 

第５７条第３項中「によつて」を「により」に、「においては」を「に

は」に改める。 

第１１１条の３第２項中「によつて」を「により」に改め、同項各号列記

以外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいず

れかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必

要があると認める場合は、この限りでない。 
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第１１１条の３第３項中「によつて」を「により」に改める。 

附則第４条の２を削る。 

附則第１０条の３中第２６項を第２８項とし、第２３項から第２５項まで

を２項ずつ繰り下げ、第２２項を第２３項とし、同項の次に次の１項を加え

る。 

２４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、２

分の１とする。 

附則第１０条の３中第２１項を第２２項とし、第１４項から第２０項まで

を１項ずつ繰り下げ、第１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、７分の６とする。 

附則第１０条の４中第１４項を第１５項とし、第３項から第１３項までを

１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のう

ち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかつた場合に

おいても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７

号）第５条第４項に規定する管理者等から、法附則第１５条の７第３項に

規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規定する書類の提出がされ、

かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又は第２項に

規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、

同条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年

度又は令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度

分」を「令和７年度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年

度適用土地又は令和４年度類似適用土地」を「令和７年度適用土地又は令和
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７年度類似適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８年度分」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第４２条の改正規定 令和７年４月１日 

⑵ 第２７条の７第１項第３号の改正規定及び附則第４条の２を削る改正

規定並びに次条の規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０

号）の施行の日の属する年の翌年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３

条第１項の規定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定による

改正後の所沢市税条例第２７条の７第１項第３号の規定の適用については、

同号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条

第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）及び」とする。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得さ

れた地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規

定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」と

いう。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設

備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）

の施行の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５
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条第３９項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から令和６

年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定する

滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税

については、なお従前の例による。 
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